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市川市勤労福祉センター運営委員会議事録 

 
平成 30 年 8 月 31 日（金）15:00～16:30 

勤労福祉センター4 階第 3・4 会議室 

事務局（加藤岡） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局（加藤岡） 

 
 
事務局（山家） 

 
事務局（加藤岡） 

 
 
 
 
 
 
 
 
事務局（加藤岡） 

 
尾上委員 

 
 
 
 

ただ今から平成３０年度市川市勤労福祉センター運営委員会

を開会いたします。 
委員長を選出するまで私が進行を務めさせていただきます。 
本日は、委員６名が出席されており、参考資料９頁「市川市勤

労福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則第１０条

第２項」の規定により委員の半数以上が出席しておりますので、

本会議は成立しております。 
また、会議は公開することが原則とされており、本日の議題は

いずれも非公開情報に該当する事項がないことから、公開とする

ことにいたしたいと思います。 
いかがでしょうか。 

 
（異議なし） 

 
それでは、会議は公開とすることに決定します。 
傍聴人の方はいらっしゃいますか。 

 
傍聴希望の方はいらっしゃいません。 

 
分かりました。 
それでは、まず、委員長を選出いたします。 
参考資料５頁「市川市勤労福祉センターの設置及び管理に関す

る条例第 17 条第 1 項」では、委員長の選出につきましては、互

選ということになっております。自薦、指名推薦どちらでもよろ

しいと思いますが、いかがでしょうか。 

 
（尾上委員挙手） 

 
尾上委員、どうぞ。 

 
私からは、前回委員長であった加藤委員に、引き続きお願いし

たいので推薦いたします。加藤委員は、市川市民生委員児童委員

協議会の副会長もされており、ふさわしい方だと思いますので、

ぜひお願いしたいと思います。 
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事務局（加藤岡） 

 
 
 
 
 
 
事務局（加藤岡） 

 
加藤委員 

 
事務局（加藤岡） 

 
 
 
 
加藤委員長 

 
加藤委員長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
加藤委員長 

 
 
尾上委員 

 
加藤委員長 

 
尾上副委員長 

他に推薦なさる方はいらっしゃいますか。 
いらっしゃらないようですので、ただ今ご推薦がありました、

加藤委員に委員長をお願いすることでみなさんよろしいでしょ

うか。 

 
（異議なし・拍手） 

 
それでは加藤委員、お引き受けいただけますか？ 

 
はい。 

 
どうもありがとうございます。 
では、ここで、加藤委員長に席をお移りいただきたいと思いま

す。委員長になられました加藤委員長から、ひと言ご挨拶をお願

いいたします。 

 
【挨拶】 

 
それでは、進めさせていただきたいと思います。 
まず、副委員長を決めたいと思います。 
副委員長につきましても参考資料５頁「市川市勤労福祉センタ

ーの設置及び管理に関する条例第 17 条第 1 項」により互選とな

っておりますので、いかがでしょうか。どなたかご推薦はありま

すでしょうか。 

 
それでは皆様のご承諾をいただければ、私の次に在任期間が長

く、３期目であります、尾上委員を副委員長に推薦させていただ

きたいと思いますがいかがでしょうか。 

 
（異議なし・拍手） 

 
ありがとうございます。それでは尾上委員、お引き受けいただ

けますでしょうか 

 
はい。 

 
それでは尾上副委員長からひと言ご挨拶をお願いいたします。

 
【挨拶】 
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加藤委員長 

 
 
 
 
 
 
事務局（加藤岡） 
岡崎課長 
飯島主幹 

 
加藤委員長 

 
 
 
ほそだ委員 

 
 
 
 
 
事務局（加藤岡） 

 
 
 
 
 
 
ほそだ委員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ありがとうございました。 
それでは、会議次第に基づき、議題（２）「平成２９年度利用

状況について」及び議題（３）「平成３０年度当初予算について」

を一括してご審議いただきます。 
事務局、所管課から説明をお願いいたします。 

 
【説明】 
勤労福祉センターについて（商工振興課） 
こども館について（子育て支援課） 
いきいきセンターについて（地域支えあい課） 

 
ただいま、議題の（２）（３）について事務局並びに各施設の

担当課からの説明が終わりました。ご質問等はありませんか？ 
 はい、ほそだ委員、どうぞ。 

 
調理室の稼働率が著しく低いので、昨年、運営委員会の後、調

理室の中を見させていただきました。 
備品、炊飯器などが非常に古く、これは買い換えたほうが良い

のではないか、という話をしたのですが、それはその後どうなっ

たでしょうか。 

 
備品は買い替えはしておりません。少ないとはいえ利用者がい

らっしゃいますが、その中から買い替えの要望は出ておりませ

ん。 
しかし古い事は事実ですので、調理室に限らず備品の買い替え

は予算の範囲内で実施していきたいと考えています。 
以上です。 

 
参考資料の 1 ページ目、第１条に、勤労者、老人、女性及び児

童の福祉の増進と文化教養の向上を図るため、勤労福祉センター

を設置するとあります。 
また、その下の第３条（４）には、女性の教養の向上及び生活

相談ならびにいこいの場の提供に関すること。と明記してありま

す。要望がないからやらない、というのはいかがなものかと思い

ます。もう少し使いたくなるような清潔感のあるものをそろえる

必要があるかと思います。この条文との整合性を考えないといけ

ないと思いますが、その点はどうお考えですか。 
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事務局（加藤岡） 

 
 
 
 
 
ほそだ委員 

 
 
 
 
事務局（加藤岡） 

 
 
 
ほそだ委員 

 
 
 
子育て支援課（岡崎） 

 
ほそだ委員 

 
 
 
加藤委員長 

 
湯浅委員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今まで、条文と照らし合わせて考えることをしていなかったの

が正直なところです。 
快適に使っていただくという観点から申しますと、今のご指摘

を受けまして、少しずつ新しいものに変えていくと言う事を考え

ていきたいと思います。ご指摘ありがとうございました。 

 
高価なものではなくて良いので、気持ちよく使えるものという

ことで、考慮をお願い致します。 
次に７頁、当初予算額一覧で、消耗品が５４万円となっていま

すが、これは主にどのようなものでしょうか。 

 
消耗品ということで、比較的金額の小さいもので、我々が事務

を行うための事務用品や、勤労福祉センターを維持、運営するた

めの消耗品もあります。たとえばトイレットペーパーなどです。

 
もう一つ、１０頁ですが、こうした「利用状況」を表す場合、

民間ではサイズ、１平米あたりいくらか、という表記をするのが

普通ですが、その点は出ていますか？ 

 
計算すれば出るので、後ほど説明します。 

 
今後こうした冊子に記載する場合は、どのような効率でまわっ

ているのか、第三者が見ても客観性を持って理解できるようなも

のがいいと思います。私からの質問は以上です。 

 
湯浅委員どうぞ。 

 
まず１点目、１３頁「たのしく絵本！はじめの一歩」という催

しがあります。読み聞かせということだと思いますので、興味が

あって見ておりました。参加者が１回当たり８人という事です

が、もっと多くの子ども達や親御さん達に参加していただけるよ

うな状況があるといいと思うのですが、いかがでしょうか。 
また、どのような状況で読み聞かせをしているのかお聞きした

いと思います。 
もう１点、直接この冊子とは関係がないのですが、仮本庁舎で、

市の職員の方々の食事をする場所、更衣場所、休憩場所などが無

いということが私の耳にも入っております。すぐお隣のこのセン

ターで、食事場所の提供をしてもらえないか、そういう事を検討

しているのかどうか伺いたいと思います。 
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子育て支援課（岡崎） 

 
 
 
 
 
 
 
湯浅委員 

 
 
事務局（青田課長）

 
 
 
 
 
湯浅委員 

 
 
 
 
加藤委員長 

 
 
事務局（加藤岡） 

 
加藤委員長 

 
 
 
加藤委員長 

 
 
 
事務局（加藤岡） 

 
加藤委員長 

 
読み聞かせですが、「あつまれ赤ちゃん」など他のイベントで

も、読み聞かせは毎回のようにしています。このイベントはその

場にいる人たちに声をかけて集まってもらうもので、入って奥の

フローリングのスペース、３０畳くらいの大きなスペースです

が、そこに赤ちゃんとお母さんが大きな輪を作った中で読み聞か

せをしております。 
以上でございます。 

 
分かりました。出来るだけ多くの方々に参加していただければ

よいなと思います。もう１点の質問のほうをお願いします。 

 
昨年１０月から、調理室を職員の食事場所として提供しており

ます。もちろん市民が最優先ですので、予約が入っていない時に

限っておりますが、非常勤職員も含めて利用されているところで

ございます。 
以上でございます。 

 
ありがとうございました。勤労福祉センターですから、職員も

含め勤労者に利用していただけたらと思っています。先ほどのお

話もありますが、出来るだけ綺麗な場所を提供して欲しいでと思

います。 

 
続いて、議題（４）アンケート結果について、事務局から説明

お願いします。 

 
【説明】 

 
ただいまのご説明でいかがでしょうか。 

 
（異議なし） 

 
ありがとうございました。 
それでは最後の議題（５）勤労福祉センターの運営について 

事務局から説明の後、審議をお願い致します。 

 
【説明】 

 
ただいま、議題（５）について、事務局からの説明が終わりま
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湯浅委員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
子育て支援課（岡崎） 

 
 
 
 
 
事務局（加藤岡） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
湯浅委員 

 
 
 
加藤委員長 

した。事務局からのご提案について、何かご質問はありませんか。

 
ご説明ありがとうございました。 
１番のところで、勤労者、老人、女性及び児童の福祉の増進と

文化教養の向上を図るため、とありますが、児童という表現では、

中学生・高校生は入らないのではないでしょうか？ 
児童生徒という表現のほうが適切ではないのかと思ったので

すがいかがでしょうか？ 
それから、４番の２で勤労者を対象にした健康診断、研修会、

講習会などの実施とありますが、この施設は、さまざまな市民サ

ークルが活動をしていますから、研修会や講習会の隣で楽器の演

奏やフラダンスなどをしている場合があり得ます。研修会や講習

会を優先する、隣にはそうした団体を入れないなどの縛りは出来

るのでしょうか。 

 
子育て支援課です。 
児童福祉法に基づきますと、児童は、１８歳未満の婚姻してい

ない者ということになりますので、児童という表現にさせていた

だいております。 
以上です。 

 
勤労福祉センターです。 
研修を行っている隣の部屋で、フラダンスや楽器演奏などで

は、集中できなくて迷惑という事は理解できます。 
しかし、勤労福祉センターでは、楽器の演奏を禁止しておりま

せんので、その点はご理解を戴きたいと思っております。 
利用条件で他の利用者の迷惑にならない、ということは明記さ

れておりますので、例えば和太鼓などあまりにも大きな音や振動

が出て、他の利用者の迷惑になった場合など、途中でご遠慮いた

だいた事は実際ありましたし、場合によっては部屋を変わってい

ただいたりする事はあります。ただし、一般的には申し込みの段

階から隣が研修だから、楽器演奏はだめですという事は言えな

い、という事でご理解いただきたいと思います。 

 
配慮をしていただいて、みんなにとって使い勝手の良いものに

していただきたいと思います。 
以上です。 

 
 ありがとうございました。 
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子育て支援課（岡崎） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
加藤委員長 

 
 
 
 
 
 

議題（５）に関しては、これでよろしいでしょうか。 

 
（異議なし） 

 
異議なしとの発言をいただきましたので、議題５に関しまして

は、事務局提案のとおり承認されたものとします。 

 
委員長、恐れ入ります。子育て支援課です。 
先ほど、ほそだ委員からご質問を戴きました、こども館の１平

米あたりの人数がでましたので、ここでお答えさせていただきま

す。 
資料の１０頁をご覧下さい。 
中央こども館  １６５５㎡、１㎡あたり ０７９人 
市川こども館  ０９４１㎡、１㎡あたり ０３２人 
相之川こども館 ０１９８㎡、１㎡あたり １３２人 
南八幡こども館 ０３４９㎡、１㎡あたり ０６６人 

 末広こども館 ００８４㎡、１㎡当たり ２７１人 
となっております。 

 
なお、中央こども館は、事務室やボランティア室、アスレチッ

クコーナーなどを含めた平米数となっております。 
また、末広こども館は乳幼児の来館が大変多いので、親子で来

られるため、お母さんの人数もカウントされているので、大変数

字が大きくなっております。 
以上です。 

 
以上でよろしいでしょうか。 
皆様の多大なるご協力の下に、平成３０年度勤労福祉センター

運営委員会を無事終了する事が出来ました。 
誠にありがとうございました。 
では、これをもちまして、閉会といたします。 

（了）

 


